
（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

園路広場 広場 22

園路広場 園路 63

園路広場 道路 11

園路広場 歩道 5

園路広場 橋梁 11

園路広場 階段 132

園路広場 縁石 54

園路広場 舗装 27

325

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施
設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらん
こ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

合　　計

加増公園（広場） 小諸公園（広場） あいおい公園（広場）

南城公園（園路） 乙女湖公園（園路） 飯綱山公園（広場）

小諸公園（道路） 乙女湖公園（道路） 飯綱山公園（道路）

乙女湖公園（歩道） 南城公園（橋梁）

小諸公園（橋梁） 飯綱山公園（橋梁） 平和公園（階段）

四ツ谷公園（階段） 押出公園（階段） 中松井公園（園路）

大手門公園（縁石） 飯綱山公園（舗装） あいおい公園（舗装）

あいおい公園（歩道）



（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

修景施設 植栽 17

修景施設 景石 1

修景施設 水鉢 6

修景施設 流れ 1

25合　　計

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施
設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらん
こ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

中松井公園（植栽） 平原公園（植栽） 平和公園（植栽）

平和公園（植栽） 加増公園（植栽） 四ツ谷公園（植栽）

押出公園（植栽） 南城公園（植栽） 南城公園（植栽）

小諸公園（植栽） 乙女湖公園（植栽）

飯綱山公園（植栽） 飯綱山公園（植栽） 大手門公園（植栽）

大手門公園（植栽） あいおい公園（植栽） 飯綱山公園（景石）

小諸公園（水鉢） 大手門公園（水鉢）

小諸公園（植栽）

大手門公園（流れ）



（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

休養施設 野外卓 6

休養施設 テーブル 14

休養施設 テーブルセット 21

休養施設 ベンチ 330

休養施設 縁台 6

休養施設 パーゴラ 17

休養施設 四阿 13

休養施設 シェルター 1

休養施設 物見櫓 1

休養施設 展望台 1

410合　　計

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施
設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらん
こ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

南城公園（野外卓） 乙女湖公園（野外卓） 小諸公園（テーブル）

乙女湖公園（テーブル） 乙女湖公園（テーブルセット） あいおい公園（テーブルセット）

平和公園（ベンチ） 加増公園（ベンチ） 飯綱山公園（ベンチ）

大手門公園（ベンチ） 小諸公園（縁台）

平原公園（パーゴラ） 四ツ谷公園（パーゴラ） 乙女湖公園（パーゴラ）

飯綱山公園（四阿） 大手門公園（四阿） あいおい公園（四阿）

南城公園（シェルター） 飯綱山公園（物見櫓） 南城公園（展望台）

南城公園（縁台）



（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

遊戯施設 スツール 1

遊戯施設 スプリング遊具 2

遊戯施設 シーソー 3

遊戯施設 ジャングルジム 2

遊戯施設 すべり台 6

遊戯施設 ブランコ 6

遊戯施設 雲梯 1

遊戯施設 鉄棒 2

遊戯施設 小型複合遊具 2

遊戯施設 中型複合遊具 1

遊戯施設 砂場 4

遊戯施設 築山 2

32合　　計

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施
設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらん
こ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

乙女湖公園（スツール） 南城公園（スプリング遊具） 平和湖公園（シーソー）

乙女湖公園（ジャングルジム） 四ツ谷公園（ジャングルジム） 乙女湖公園（ジャングルジム）

四ツ谷公園（ブランコ） 押出公園（雲梯）

四ツ谷公園（鉄棒） 押出公園（鉄棒） 平原公園（小型複合遊具）

南城公園（小型複合遊具） 南城公園（中型複合遊具） 押出公園（鉄棒）

平原公園（小型複合遊具） 南城公園（小型複合遊具） 南城公園（中型複合遊具）

南城公園（ブランコ）

押出公園（すべり台） 南城公園（すべり台） 乙女湖公園（すべり台）



（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

運動施設 体育館 1

運動施設 テニスコート 8

運動施設 テニス支柱 16

運動施設 審判台 8

運動施設 ダッグアウト 1

運動施設 ゲートボール場 3

運動施設 3Bコート 1

運動施設 バスケットゴール 5

運動施設 フットサルコート 1

運動施設 フットサルゴール 2

運動施設 バレーボール支柱 2

運動施設 スケートボード施設 7

運動施設 野球場 1

運動施設 観客席 2

運動施設 ダッグアウト棟 1

運動施設 スコアボード 1

運動施設 ベースボールカウンター 1

運動施設 バックスクリーン 1

運動施設 衝撃吸収マット 1

運動施設 バックネット 7

運動施設 防球ネット 1

71小　　計

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施
設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらん
こ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

乙女湖公園（体育館） 乙女湖公園（テニスコート） 乙女湖公園（テニス支柱）

乙女湖公園（審判台） 乙女湖公園（ゲートボール場）

南城公園（3Bコート） 四ツ谷公園（バスケットゴール） 押出公園（バスケットゴール）

南城公園（フットサルコート） 四ツ谷公園（バレーボール支柱）

南城公園（スケートボード施設） 南城公園（野球場）

乙女湖公園（観客席） 南城公園（ダッグアウト棟） 南城公園（スコアボード）

南城公園（ベースボールカウンター） 南城公園（バックスクリーン） 南城公園（衝撃吸収マット）

南城公園（フットサルゴール）

乙女湖公園（ダッグアウト）

南城公園（観客席）



（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

運動施設 ファールポール 2

2

73

小　　計

合　　計

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施
設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらん
こ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

南城公園（ファウルポール）

南城公園（バックネット） 南城公園（防球ネット） 南城公園（ファールポール）



（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

教養施設 美術館 1

教養施設 こもろ女性の家 1

教養施設 小諸文化会館 1

教養施設 野外ステージ 1

教養施設 野外デッキ 1

教養施設 歌碑 1

教養施設 オブジェ 1

教養施設 掲揚ポール 9

16合　　計

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施
設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらん
こ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

飯綱山公園（美術館） 乙女湖公園（こもろ女性の家） 乙女湖公園（小諸文化会館）

大手門公園（野外ステージ） 大手門公園（野外デッキ）

大手門公園（オブジェ） 平和公園（旗揚ポール） 南城公園（旗揚ポール）

乙女湖公園（歌碑）



（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

便益施設 トイレ 16

便益施設 手洗い・水飲み 40

便益施設 駐車場 25

81合　　計

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施
設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらん
こ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

中松井公園（トイレ） 平和公園（トイレ） 南城公園（トイレ）

小諸公園（トイレ） 乙女湖公園（トイレ）

大手門公園（トイレ） 中松井公園（手洗い･水飲み） 南城公園（手洗い･水飲み）

小諸公園（手洗い･水飲み） 小諸公園（手洗い･水飲み）

飯綱山公園（手洗い･水飲み） 大手門公園（手洗い･水飲み） あいおい公園（手洗い･水飲み）

南城公園（駐車場） 南城公園（駐車場） 小諸公園（駐車場）

乙女湖公園（駐車場） 飯綱山公園（駐車場） 大手門公園（駐車場）

乙女湖公園（手洗い･水飲み）

飯綱山公園（トイレ）



（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

管理施設 公園事務所 1

管理施設 野球管理棟 1

管理施設 停車場ガーデン管理棟 1

管理施設 プール管理棟 1

管理施設 更衣・休憩棟 1

管理施設 フェンス 69

管理施設 柵 61

管理施設 門 3

管理施設 手すり 22

管理施設 ゲート 4

管理施設 ガードパイプ 7

管理施設 ガードレール 8

管理施設 カーブミラー 10

管理施設 車止め 272

管理施設 のぼり立て 26

管理施設 照明灯 249

管理施設 足元灯 31

管理施設 サイン 46

管理施設 パネル 4

管理施設 石柱 23

管理施設 案内板 298

1138小　　計

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施
設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらん
こ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

小諸公園（公園事務所） 南城公園（野球管理棟） 大手門公園（停車場ガーデン管理

南城公園（プール管理棟） 乙女湖公園（更衣･休憩棟）

平和公園（フェンス） 飯綱山公園（柵） あいおい公園（柵）

小諸公園（門） 南城公園（手すり）

南城公園（ゲート） 小諸公園（ゲート） 乙女湖公園（ガードパイプ）

あいおい公園（カーブミラー）南城公園（ガードレール）

あいおい公園（手すり）

中松井公園（フェンス）

大手門公園（のぼり立て）

平原公園（車止め）

大手門公園（車止め） 小諸公園（のぼり立て）



（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

管理施設 掲示板 5

管理施設 標識 40

管理施設 冊子置 3

管理施設 スピーカー 9

管理施設 擁壁 71

管理施設 石積 41

管理施設 ブロック積 6

管理施設 大型ブロック 4

管理施設 ボックスカルバート 2

管理施設 モルタル吹付 5

管理施設 のり枠 1

管理施設 ふとんかご 1

管理施設 ポンプ 3

管理施設 マーキングポスト 2

管理施設 時計 2

管理施設 受付箱 1

管理施設 サイクルスタンド 2

管理施設 駐輪場 4

管理施設 散水栓 2

管理施設 コンセントボックス 11

管理施設 プルボックス 6

221

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

小　　計

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施
設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらん
こ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

乙女湖公園（照明灯）

乙女湖公園（案内板） 大手門公園（案内板）

飯綱山公園（足元灯）

小諸公園（石柱） 平和公園（案内板）

あいおい公園（案内板）

あいおい公園（標識）

飯綱山公園（冊子置） 小諸公園（スピーカー） 平原公園（擁壁）

平和公園（石積） 乙女湖公園（ブロック積） 小諸公園（大型ブロック）

小諸公園（パネル）

中松井公園（サイン） 大手門公園（サイン）

小諸公園（照明灯）押出公園（照明灯）

南城公園（案内板） 飯綱山公園（標識）



（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

管理施設 電気設備 15

管理施設 引込盤 3

管理施設 分電盤 7

管理施設 噴水制御盤 1

管理施設 監視カメラ 1

管理施設 赤外線センサー 2

管理施設 料金システム 1

管理施設 電柱 1

31

1390

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

小　　計

合　　計

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施
設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらん
こ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

小諸公園（ボックスカルバート） 南城公園（モルタル吹付） 南城公園（のり枠）

南城公園（ふとんかご） 大手門公園（ポンプ） 飯綱山公園（マーキングポスト）

南城公園（電気設備）

四ツ谷公園（引込柱）

大手門公園（コンセントボックス）

小諸公園（プルボックス）

あいおい公園（散水栓）

小諸公園（サイクルスタンド）

大手門公園（駐輪場）

小諸公園（監視カメラ）

小諸公園（赤外線センサー） 小諸公園（電柱）

乙女湖公園（時計） 南城公園（受付箱）

大手門公園（料金システム）

南城公園（分電盤） 小諸公園（噴水制御盤）



（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

その他 展望台 1

1

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施
設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらん
こ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

合　　計

小諸公園（展望台）


